
別表３ 原告Ｆの課税の経緯                    （単位：円） 

年月分 納付額 

納 税 告 知 処 分 等  
平成 26 年 12 月５日 

異議申立 
平成 27 年
１月 28 日 

異議決定 
平成 27 年
４月 23 日 

審査請求 
平成 27 年
５月 22 日 

裁決 
平成 28 年
３月９日 所得の種類 源泉所得税の額  不納付加算税の額 

平成 21 年 11 月分 260,000 給 与 217,600 21,000 

全部の 
取消し 

棄却 
全部の 
取消し 

棄却 

平成 21 年 12 月分 260,000 給 与 217,600 21,000 

平成 22 年１月分 260,000 給 与 217,600 21,000 

平成 22 年２月分 260,000 給 与 217,600 21,000 

平成 22 年３月分 260,000 給 与 217,600 21,000 

平成 22 年４月分 260,000 給 与 217,600 21,000 

平成 22 年５月分 260,000 給 与 217,600 21,000 

平成 22 年６月分 260,000 給 与 217,600 21,000 

平成 22 年７月分 260,000 給 与 217,600 21,000 

平成 22 年８月分 260,000 給 与 217,600 21,000 

平成 22 年９月分 260,000 給 与 217,600 21,000 

平成 22 年 10 月分  260,000 給 与 217,600 21,000 

平成 22 年 11 月分  260,000 給 与 217,600 21,000 

平成 22 年 12 月分  260,000 給 与 217,600 21,000 

平成 23 年１月分 300,000 給 与 253,600 25,000 

平成 23 年２月分 300,000 給 与 253,600 25,000 

平成 23 年３月分 300,000 給 与 253,600 25,000 

平成 23 年４月分 300,000 給 与 253,600 25,000 

平成 23 年５月分 300,000 給 与 253,600 25,000 

平成 23 年６月分 300,000 給 与 253,600 25,000 

平成 23 年７月分 300,000 給 与 253,600 25,000 

平成 23 年８月分 300,000 給 与 253,600 25,000 

平成 23 年９月分 300,000 給 与 253,600 25,000 

平成 23 年 10 月分  300,000 給 与 253,600 25,000 

平成 23 年 11 月分  300,000 給 与 253,600 25,000 

平成 23 年 12 月分  300,000 給 与 253,600 25,000 

平成 24 年１月分 300,000 給 与 253,600 25,000 

平成 24 年２月分 300,000 給 与 253,600 25,000 

平成 24 年３月分 300,000 給 与 253,600 25,000 

平成 24 年４月分 300,000 給 与 253,600 25,000 

平成 24 年５月分 300,000 給 与 253,600 25,000 

平成 24 年６月分 300,000 給 与 253,600 25,000 

平成 24 年７月分 300,000 給 与 253,600 25,000 

平成 24 年８月分 300,000 給 与 253,600 25,000 

平成 24 年９月分 300,000 給 与 253,600 25,000 

平成 24 年 10 月分  300,000 給 与 253,600 25,000 

平成 24 年 11 月分  300,000 給 与 253,600 25,000 

平成 24 年 12 月分  300,000 給 与 253,600 25,000 

合 計 額 9,132,800 894,000     

(注) 「納付額」は，いずれの年月分も法定納期限内に納付されている。 
 


